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特集

平成28年1月
マイナンバーの利用順次開始
個人番号カード交付開始

10月～
住民票の住所に
通知カード送付

マイナンバーの３つのメリット

10
月
か
ら
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
の
利
用
開

始
に
向
け
て
、
国
や
地
方
公
共
団
体

で
は
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
民
の
す
べ
て
の
皆
さ
ん
に
関
わ
り

ま
す
の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

基
本
の
コ
ト
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は

国
民
一
人
ひ
と
り
に
つ
け
ら
れ
る

12
桁
の
個
人
番
号
の
こ
と
で
す
。
国

内
に
住
民
票
を
も
っ
て
い
る
す
べ
て

の
方
（
外
国
人
を
含
む
。
）
に
通
知

さ
れ
ま
す
。

個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

住
所
地
や
生
年
月
日
な
ど
と
関
係
の

な
い
番
号
が
割
り
当
て
ら
れ
ま
す
。

ど
う
し
て
必
要
な
の
？

今
ま
で
、
複
数
の
行
政
機
関
に
ま

た
が
っ
た
個
人
の
情
報
を
、
同
一
人

物
の
情
報
で
あ
る
か
ど
う
か
確
認
す

る
に
は
、
情
報
管
理
の
方
法
が
異
な

る
た
め
、
照
合
に
時
間
が
か
か
っ
て

い
ま
し
た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
で
き

た
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
情
報
に
番

号
を
ふ
る
こ
と
で
、
照
合
確
認
が
正

確
で
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
行
政
手
続
き

の
簡
素
化
や
、
本
当
に
困
っ
て
い
る

方
へ
の
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
実

施
、
行
政
事
務
の
無
駄
を
な
く
す
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

行政の効率化 公平・公正な
社会の実現

行政手続きの
簡素化

さまざまな情報の照合、転記、
入力作業の時間や労力が削減さ
れ、情報連携が進めば、業務の
重複などの無駄も省けます。
また、被災者台帳の作成などにも
マイナンバーを活用することで、
迅速な行政支援が期待できます。

所得や行政サービスの受給状況
を把握しやすくなるため、給付
金の不正受給を防いだり、本当
に困っている方へ必要な支援が
行えるようになります。

福祉などの各種申請時に必要な
証明書の添付が不要になるなど、
手続きが簡素化され、市民の皆
さんの負担が軽減されます。

「マイナンバー制度」って何？
～イチカラ知ろう　基本のコト～

通知
カード

個人番号
カード 簡易書留

みほ
ん
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法定調書
届出書

確定申告

平成29年７月
地方公共団体なども含めた
情報連携を開始
情報連携により事務が確実かつスムーズになり、
国民の負担が軽減。暮らしがもっと便利になって
いきます。
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特集／マイナンバー制度って何？

マイナンバーは、こんな場面で必要になっていきます

い
つ
通
知
さ
れ
る
の
？

10
月
以
降
に
、
住
民
票
の
住
所
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
が
届

き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
希
望

者
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
し
ま

す
。

　利
用
は
い
つ
か
ら
？

平
成
28
年
１
月
か
ら
、
国
の
行
政

機
関
や
地
方
公
共
団
体
が
下
図
の
よ

う
な
法
律
や
条
例
で
規
定
さ
れ
た
税

・
社
会
保
障
・
災
害
対
策
の
手
続
き

な
ど
に
お
い
て
、
準
備
が
整
っ
た
も

の
か
ら
順
次
利
用
し
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
は
、
こ
れ
ら
の
行

政
手
続
き
を
行
う
際
、
申
請
書
な
ど

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
勤

め
先
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
求

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
大
切
に

生
涯
に
わ
た
っ
て
使
う
も
の
で
す
。

住
所
が
変
わ
っ
て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
は
原
則
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
大

切
に
取
り
扱
い
ま
し
ょ
う
。

※
通
知
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
場
合
な

ど
の
再
交
付
に
は
、
手
数
料
が
必

要
で
す
。

災害対策 社会保障 税

・防災・災害対策に関する
事務

・被災者生活再建支援金の
給付

・被災者台帳の作成事務

など

・雇用保険の資格取得や確
認、給付

・ハローワークの事務

・医療保険の給付の請求

・福祉分野の給付、生活保
護
　　　　　　　　　
・年金の資格取得や確認、
給付

など

・税務署に提出する確定申
告書、届出書、法定調書
などに記載

・都道府県・市町村に提出
する申告書、給与支払報
告書などに記載

など

平成29年1月
個人ごとのポータルサイト
（マイナポータル）の運用開始
マイナンバーを含む自分の情報を、いつ、誰が、
なぜ提供したのかをパソコンなどで確認できます。
行政機関からのお知らせも受け取れます。
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